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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に載置された発光素子と、
　前記発光素子の周囲を取り囲むように配され、該発光素子からの光を反射させる光反射
樹脂と、
　前記基板の上面に形成され、前記発光素子と導通した導体配線と、
　前記発光素子の上方に配置されたレンズ部材とを有し、
　前記基板は、導体配線から露出される露出領域を有し、
　該露出領域は、少なくとも一部が前記光反射樹脂に埋設されており、
　前記光反射樹脂で囲まれた領域に封止部材が充填されており、
　前記レンズ部材は、基板の外縁に達しており、かつ前記封止部材、光反射樹脂の上面及
び外側面に接触していることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　基板と、
　前記基板上に載置された発光素子と、
　該導体配線上に載置された保護素子と、
　前記発光素子の周囲を取り囲むように配され、該発光素子からの光を反射させる光反射
樹脂と、
　前記基板の上面に形成され、前記発光素子と導通した導体配線と、
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　前記発光素子の上方に配置されたレンズ部材とを有し、
　前記保護素子は、少なくともその一部が前記光反射樹脂に埋設されており、
　前記光反射樹脂で囲まれた領域に封止部材が充填されており、
　前記レンズ部材は、基板の外縁に達しており、かつ前記封止部材、光反射樹脂の上面及
び外側面に接触していることを特徴とする発光装置。
【請求項３】
　前記封止部材に色変換部材が含有されている請求項１又は２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記基板は、前記導体配線から露出される露出領域を有し、該露出領域の少なくとも一
部が前記光反射樹脂に埋設されている請求項２記載の発光装置。
【請求項５】
　前記導体配線と導通される保護素子を有し、該保護素子の少なくとも一部が前記光反射
樹脂に埋設されている請求項３記載の発光装置。
【請求項６】
　前記光反射樹脂は、前記基板の外縁から離間する第１の領域と、前記基板の外縁と接す
る第２の領域とを有する請求項１～５のいずれか１項記載の発光装置。
【請求項７】
　前記第１の領域は、前記基板の一辺において、前記第２の領域に挟まれている請求項６
記載の発光装置。
【請求項８】
　前記第２の領域は、前記基板の角部から離間する請求項６又は７記載の発光装置。
【請求項９】
　前記発光素子は、少なくとも一部が前記光反射樹脂と接触している請求項１～８のいず
れか１項記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記レンズ部材は、さらに前記基板の上面に接触している請求項１～９のいずれか１項
記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、照明器具、ディスプレイ、液晶ディスプレイのバックライト光源
などに利用可能な発光装置に関し、特に、高出力な半導体発光素子を搭載しても信頼性の
高い発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体発光素子（以下、単に発光素子ともいう）を用いた発光装置が種々開発さ
れており、出力向上させるための手段が検討されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、発光素子と、基板上に設けられた配線ランドとの間に、でき
るだけ発光素子に近づけて反射体を実装することで、高い照度を得ることが記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２６５９７９号公報。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のような反射体を設けたとしても、発光素子と反射体との間にはあ
る程度の距離が存在する。そのため、光の取り出し効率が低下しやすい。また、このよう



(3) JP 6048471 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

な反射体を設けることで、小型化することが困難となり、発光装置自体の大きさが制限さ
れる。また、発光素子と各端子（導体配線）間を電気的に接続する方法として金ワイヤを
使用する場合は、この金が発光素子からの光を吸収する性質があり、上記のごとき反射体
を設けるとワイヤが長くなることで光の吸収が多くなり、出力を低減させてしまう。
【０００６】
　また、発光素子である発光ダイオードは２極素子であるため、基板に設けられる正負の
配線ランド（導体配線）間に絶縁部を設ける必要がある。一般的に、この絶縁部は、基板
などの絶縁基板材料が剥き出しとすることで容易に設けることができる。しかしながら、
この絶縁基板材料には、パッケージを効率よく作製するためや、機械的強度の確保など、
種々の制約があり、光学特性（光反射率や光吸収率）などについては、必ずしも目的とす
る特性有する材料が使われていないのが実情である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以上の目的を達成するため、本発明の発光装置は、導体配線が配された基板と、基板上
に載置された発光素子と、光素子の周囲に配され、発光素子からの光を反射させる光反射
樹脂と、導体配線と発光素子とを導通させる導電性ワイヤとを有し、導電性ワイヤは、少
なくとも一部が光反射樹脂に埋設されていることを特徴とする。これにより、ワイヤによ
って吸収される光を低減させることができる。
【０００８】
　本発明の請求項２に記載の発光装置は、導体配線が配された基板と、導体配線上に載置
された発光素子と、発光素子の周囲に配され、発光素子からの光を反射させる光反射樹脂
と、を有し、基板は、導体配線から露出される露出領域を有し、露出領域は、少なくとも
一部が前記光反射樹脂に埋設されていることを特徴とする。これにより、基板の露出領域
による光の損失を低減させることができる。
【０００９】
　本発明の請求項３に記載の発光装置は、導体配線が配された基板と、導体配線上に載置
された発光素子と、導体配線上に載置された保護素子と、発光素子の周囲に配され、発光
素子からの光を反射させる光反射樹脂とを有し、保護素子は、少なくともその一部が前記
光反射樹脂に埋設されていることを特徴とする。これにより、保護素子による光の吸収を
低減させることができる。
【００１０】
　本発明の請求項４に記載の発光装置は、基板は、導体配線から露出される露出領域を有
し、露出領域の少なくとも一部が前記光反射樹脂に埋設されていることを特徴とする。ま
た、本発明の請求項５に記載の発光装置は、導体配線と導通される保護素子を有し、保護
素子の少なくとも一部が前記光反射樹脂に埋設されていることを特徴とする。このように
、発光素子からの光を吸収する部材、或いは、透過する部材を、光反射樹脂に埋設させる
ようにすることで、光の取り出し効率を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明により、発光素子の近傍に光反射部材を設けることができるため、発光素子から
の光を効率よく反射することができ且つ、導電性ワイヤを用いる場合であっても、それに
よる光の吸収を抑制することができる。また、導体配線から露出する基板による光の吸収
および透過損失を抑制し、光の取り出し効率を向上させることができる。さらに、保護素
子を用いる場合も、それによる光の吸収を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明に係る発光装置の例を示す斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、図１Ａに係る発光装置のＸ－Ｘ‘断面における一部断面斜視である
。
【図１Ｃ】図１Ｃは、図１Ａに係る発光装置の上面図である。
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【図２】図２は、本発明に係る発光装置の例を示す斜視図である。
【図３】図３は、本発明に係る発光装置の例を示す一部断面斜視図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明に係る発光装置の例を示す斜視図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、図４Ａに係る発光装置のＹ－Ｙ‘断面における断面図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、図４Ａに係る発光装置のＺ－Ｚ‘断面における断面図である。
【図５】図５は、図４Ａに係る発光装置のＺ－Ｚ‘断面における別の例を示す斜視図であ
る。
【図６】図６は、本発明に係る発光装置の例を示す断面図である。
【図７】図７は、本発明に係る発光装置の例を示す上面図である。
【図８】図８は、本発明に係る発光装置の例を示す上面図である。
【図９Ａ】図９Ａは、基板を分割する前の発光装置の集合体の一部を示す図であり、光反
射樹脂成形前の状態を示す図である
【図９Ｂ】図９Ｂは、基板を分割する前の発光装置の集合体の一部を示す図であり、図９
Ａに加えて光反射樹脂を形成した後の状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明を実施するための最良の形態を、以下に図面を参照しながら説明する。ただし、
以下に示す形態は、本発明の技術思想を具体化するための発光装置を例示するものであっ
て、本発明は、発光装置を以下に限定するものではない。
【００１４】
　また、本明細書は、特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するも
のでは決してない。特に、実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、そ
の相対的配置等は、特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨
ではなく、単なる説明例にすぎない。尚、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説
明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、
符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに
、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素
を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現するこ
ともできる。
【００１５】
　図１Ａは、本実施の形態における発光装置１００を示す斜視図、図１Ｂは図１ＡのＸ－
Ｘ‘断面における一部断面斜視図、図１Ｃは図１Ａの上面図を示す。本実施の形態におい
て、の発光装置１００は、上面に導体配線１０３Ａ、１０３Ｂ、１０３Ｃが配された略矩
形の基板１０１と、導体配線１０３Ａ上に載置された複数の発光素子１０４とを有してい
る。これら発光素子１０４の周囲には、発光素子からの光を反射させる光反射樹脂１０２
が設けられており、導体配線１０３Ａ、１０３Ｂと発光素子１０４とを導通させる（電気
的に接続させる）導電性ワイヤ１０５を有している。導体配線１０３Ｃは、電極として機
能する導体配線１０３Ａ、１０３Ｂと同一材料からなるが、電気的に接続させるものでは
なく、発光装置の極性を示す目印（カソードマーク／アノードマーク）として設けられて
いる。
【００１６】
　そして、本発明は、導電性ワイヤ１０５の少なくとも一部が光反射樹脂に埋設されてい
ることを特徴とする。これにより、導電性ワイヤの露出をできるだけ少なくして、光の吸
収を抑制することで出力を向上させることができる。
【００１７】
　（光反射樹脂）
　本実施の形態において、光反射樹脂１０２は、発光素子１０４からの光を反射させるも
のであり、発光素子を取り囲むように設けられるとともに、少なくとも導電性ワイヤ１０
５の一部を埋設するものである。これにより、導電性ワイヤによる光の吸収を抑制し、効
率よく光を取り出すことができる。
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【００１８】
　導電性ワイヤは、図１Ｂに示すように、発光素子１０４から接続されたうちの一方が導
体配線１０３Ａに接続され、他方が導体配線１０３Ｂに接続されている。導体配線１０３
Ａは、発光素子が載置される領域と導電性ワイヤとが接続される領域とが、光反射樹脂１
０２に埋設された部分で連続するように形成されている（図示せず）。そして、導体配線
１０３Ａ、１０３Ｂと接続される部分の導電性ワイヤ１０５が、光反射樹脂１０２内に埋
設されている。導電性ワイヤ１０５を導体配線１０３Ａ、１０３Ｂに接続した後に、光反
射樹脂１０２を設けることで、このような構成とすることができる。なお、ここでは、導
電性ワイヤ１０５と導体配線１０３Ａ、１０３Ｂとの接続部分を被覆するように光反射樹
脂１０２を設けているが、これに限らず、例えば、接合部分以外の領域の導電性ワイヤを
埋設するように、接合部分と発光素子との間に設けてもよい。また、使用される全ての導
電性ワイヤを埋設させる必要はなく、例えば図１Ａに示すように、複数の導電性ワイヤ１
０５のうち、導体配線と直接接続されている導電性ワイヤだけを埋設させるなどとするこ
とができる。
【００１９】
　また、本実施の形態においては、導体配線から露出される基板、すなわち、導体配線が
設けられずにむき出しとなっている基板（以下、露出領域とする）の少なくとも一部が、
光反射樹脂に埋設されていることを特徴とする。
【００２０】
　例えば図１Ｂに示すように、発光素子が載置される導体配線１０３Ａと、導電性ワイヤ
が接合される導体配線１０３Ｂの間などにおいて露出されている基板の露出領域１０１Ａ
を光反射樹脂１０２で埋設することで、基板１０１を透過／吸収する光を抑制することが
できる。基板の材料は、機械的強度や作業性などを考慮してセラミックなどの絶縁性部材
を用いるが、このとき、導体配線が設けられていない部分を介して、発光素子からの光を
透過してしまう場合がある。基板側は、発光装置として発光させたい方向、すなわち図１
Ａなどにおける上方向とは、異なる方向であり、そのような方向に光が透過してしまうの
は好ましくなく、これによって目的の発光方向への光が損失して取り出し効率が低下する
。本発明は、光反射樹脂として、少なくとも基板よりも光の透過率の悪いもの、そして、
発光素子からの光の反射率が高いものを材料として選択し、この光反射樹脂で基板の露出
領域を埋設する（被覆する）ように設けることで、目的外方向への光の透過による損失を
低減させることができる。また、暗色系のセラミックなど光を吸収する性質を有する基板
を用いる場合も、その露出領域を光反射樹脂で被覆しておく、すなわち埋設させることで
吸収を低減し、結果として光の取り出し効率を向上させることができる。
【００２１】
　上述のような露出領域を光反射樹脂で埋設する場合は、導電性ワイヤを用いずに発光素
子と導体配線とを接続させているときにも効果が得られるものである。例えば、サファイ
ア基板を用いた窒化物系半導体からなる発光素子の場合、同一面側に電極が形成されるた
め、図１Ａに示すように、１つの発光素子に対して、少なくとも２本の導電性ワイヤが必
要となるが、この電極を下にして、金属接合部材などを用いて導体配線と接続させる場合
などは、導電性ワイヤ無しで接続可能である。このような場合は、基板の露出領域、すな
わち絶縁部が発光素子の直下に形成されるため、この露出領域にも光反射樹脂を設けるこ
とができる。
【００２２】
　また、図１Ａなどに示すように導電性ワイヤを用いている場合は、導電性ワイヤの少な
くとも一部と、基板の露出領域の少なくとも一部とを、埋設するように設けるのが好まし
い。とくに、同一の光反射樹脂で埋設するようにすることで工程の簡略化などの効果も得
られる。ただし、別工程で設けても、もちろん構わない。
【００２３】
　さらに、この光反射樹脂は、保護素子や集積回路などを埋設させてもよい。これにより
、光の散乱や吸収を低減させるとともに、それら部材の載置領域を別途設ける必要がなく
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なるため、発光装置自体を小型化することもできる。保護素子を用いた発光装置について
は、図３を用いて説明する。
【００２４】
　図３は、保護素子を用いた発光装置３００の一部断面図である。尚、発光装置３００の
外観は図１Ａと同様の形状であり、光反射樹脂３０２の形状は図１Ａに示す発光装置１０
０の光反射樹脂と同様の形状であり、その一部の断面が観察できるように図示してある。
図３に示すように、発光装置３００は、基板３０１の上に導体配線３０３Ａ、３０３Ｂ、
が設けられている。発光素子３０４は、導体配線３０３Ａ上に載置されるとともに、導電
性ワイヤ３０５を用いて導体配線３０３Ａ及び３０３Ｂと接続されている。保護素子３０
７は、導体配線３０３Ｂ上に載置され、導電性接合部材によって固定されているとともに
、導電性ワイヤを用いて導体配線３０３Ａと接続されている。そして、この保護素子３０
７を埋設するように光反射樹脂３０２が設けられている。
【００２５】
　ここでは、保護素子３０７は、その全体が光反射樹脂３０２に埋設されるように設けら
れており、このような構成とすることで発光素子３０４からの光の吸収を抑制することが
できる。尚、保護素子の全体ではなく、その少なくとも一部を被覆してもよい。また、保
護素子と導体配線とを接続する導電性ワイヤも光反射樹脂に埋設するようにするのが好ま
しい。
【００２６】
　上記の保護素子を埋設させる光反射樹脂は、発光素子と導体配線とを接続している導電
性ワイヤの少なくとも一部をもあわせて埋めるように設けるのが好ましい。また、基板の
露出領域の少なくとも一部も、あわせて埋めるようにするのが好ましい。さらに、導電性
ワイヤの少なくとも一部と基板の露出領域の少なくとも一部と保護素子の少なくとも一部
を埋設するように光反射樹脂を設けるのが好ましい。
【００２７】
　上述のように、発光素子からの光を吸収する部材（導電性ワイヤ、保護素子、基板）や
、光を目的の方向以外に透過させる部材（（透光性）基板）を、光反射部材に埋設される
ようにすることで、光の取り出し効率の低減を抑制することができる。
【００２８】
　上述のような光反射部材は、発光素子からの光が照射される領域に設けられていればよ
く、発光素子の周囲を取り囲むように設けられる。光反射樹脂の高さについては、図４を
用いて説明する。
【００２９】
　図４Ａは、封止部材４０６を用いた発光装置４００の斜視図であり、図４Ｂは図４Ａに
おけるＹ－Ｙ‘断面における断面図、図４Ｃは図４ＡにおけるＺ－Ｚ’断面における断面
図を示す。尚、図４Ａに示す発光装置４００は、図１Ａに示す発光装置１００と同様の発
光措置の配置及び導電性ワイヤなどを有しているものとし、これらが封止部材４０６内に
埋設されているものとする。
【００３０】
　図４Ａ、図４Ｂに示すように、発光装置４００は、基板４０１の上に導体配線４０３Ａ
、４０３Ｂを有しており、発光素子４０４は導体配線４０３Ａ上に載置されるとともに、
導電性ワイヤ４０５を用いて導体配線４０３Ｂと接続されている（導体配線４０３Ａとも
接続されているが、断面図には図示していない）。そして、発光素子４０４の周囲に光反
射樹脂４０２が設けられており、この光反射樹脂４０２で囲まれた領域には封止部材４０
６が充填されている。
【００３１】
　光反射樹脂の高さは、少なくとも発光素子の発光層と同等か、それ以上とすることが好
ましい。また、導電ワイヤを用いる場合は、図４Ｂに示すように、導電性ワイヤ４０５の
最も高い部分よりも高くなるようにするのが好ましい。
【００３２】
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　また、光反射樹脂４０２に囲まれた領域に封止部材４０６を充填する場合、充填される
封止部材４０６によって導電ワイヤ４０５の最も高い部分が被覆されるように、光反射樹
脂の高さを調整する。特に、封止部材４０６として、液状の樹脂を滴下するなどの方法で
充填する場合は、その液状の樹脂が発光素子の周囲の光反射樹脂内から外に溢れないよう
な高さとするのが好ましい。但し、封止部材を圧縮成型や印刷塗布などの方法で形成する
場合は、発光素子の周囲の光反射樹脂の外側に封止部材が充填されてもよい。
【００３３】
　また、図４Ｃの断面図に示すように、光反射樹脂４０２は、基板４０１の主面（上面、
下面）に対して、一定の高さ（基板主面と略平行な高さ）となるようにするのが好ましい
。ただし、これに限るものではなく、光反射樹脂の形成方法によっては、他の形状とする
のが好ましい。
【００３４】
　例えば、図５に示す発光装置５００は、図４ＡのＺ－Ｚ‘断面に相当する光反射樹脂の
部分の断面図であり、図４Ｃに示すような一定の高さの光反射樹脂４０２ではなく、その
一部が部分的に盛り上がったような形状の光反射樹脂５０２を有する。具体的には、図４
Ａで示す発光装置４００の光反射樹脂４０２のうち、縦方向の光反射樹脂と横方向の光反
射樹脂とが交差する位置に相当する光反射樹脂５０２Ｂが、それ以外の領域の光反射樹脂
５０２Ａよりもやや高くなっている。
【００３５】
　このような一部が盛り上がったような形状の光反射樹脂は、粘度の高い樹脂をノズルか
ら噴出させて分割前の基板上に縦方向及び横方向に塗布（描画）するような方法で形成す
ることで得られる。特に、図３に示すような保護素子３０７を有する発光素子の場合、こ
のように部分的に光反射樹脂が高くなる領域に保護素子を配置することで、比較的高さの
ある保護素子の全体を光反射樹脂で埋設させることができる。
【００３６】
　光反射部材のうち、発光素子と対向する面（内壁）は、例えば図４Ｂの一部断面図に示
すように、上方に向かって広がるような傾斜面とするのが好ましい。尚、図１Ｂにおいて
は、内壁及び外壁とも傾斜面としているが、どちらか一方（例えば内壁）のみを傾斜させ
るようにしてもよい。また、図１Ｂにおいては、内壁から外壁にかけて角部のない丸みを
帯びた形状としているが、これに限らず、上面が平らな面とするなどの形状とすることも
できる。
【００３７】
　また、光反射樹脂の内形と外形との距離、すなわち上面視における光反射樹脂の幅は、
基板の大きさや、載置させる発光素子の大きさ等種々考慮して調整することができる。ま
た、高さとのバランス等も考慮して選択するのが好ましい。
【００３８】
　発光素子の周囲に配される光反射樹脂の内形については、図１Ｃ、図８などを用いて説
明する。図１Ｃ、図８は発光装置１００、８００の上面図であり、それぞれ略矩形状の基
板１０１、８０１上に、導体配線１０３Ａ、８０３Ａが設けられ、その上に発光素子１０
４０、８０４が載置されている。発光素子と導体配線とは、導電性ワイヤ１０５、８０５
によって接続されているが、この接続部付近の導電性ワイヤは光反射樹脂１０２、８０２
によって埋設されているため図示していない。発光素子の周囲に配される光反射樹脂の内
形は、上面視において図１Ｃのように、略矩形とすることができる。しかし、これに限ら
ず、図８に示すように略矩形の角部が丸みを帯びた形状とすることができる。特に、光反
射樹脂として、粘度の高い樹脂を塗布することで形成させる場合は、縦方向及び横方向に
形成される光反射樹脂が、それぞれ硬化される前に接するように設けると混ざり合って一
体化され、その場合に図８に示すように丸みを帯びた形状となる。このような形状とする
ことで、光の反射を均一に反射しやすくすることができる。また、上記形状に限らず、上
面視において円形、楕円形、多角形など、所望の発光特性等に応じた形状とすることがで
きる。
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【００３９】
　さらに、本発明においては、光反射樹脂は、発光素子の側面に達するように形成されて
もよい。その場合、内形は発光素子の形状やその配置に応じた形状となる。
【００４０】
　また、図１Ｃなどに示す発光装置は、複数の発光素子の全てを囲むように光反射樹脂を
形成してあるが、これに限らず、１つの発光素子の周囲に、或いは、２以上の複数個の周
囲に光反射樹脂を設けることもできる。このように、より近接した位置に光反射樹脂を配
し、光を吸収する導電性ワイヤや光を透過／吸収する基板などをその中に埋設させること
で、光の損失を効率よく低減させることができる。
【００４１】
　発光素子の周囲に配される光反射樹脂の外形については、図１、図７などを用いて説明
する。図１Ｃ、図７は発光装置１００、７００の上面図であり、それぞれ略矩形状の基板
１０１、７０１上に、導体配線１０３Ａ、７０３Ａが設けられ、その上に発光素子１０４
０、７０４が載置されている。発光素子と導体配線とは、導電性ワイヤ１０５、７０５に
よって接続されているが、この接続部付近の導電性ワイヤは光反射樹脂１０２、７０２に
よって埋設されているため図示していない。発光素子の周囲に配される光反射樹脂の外形
は、上面視において図７のように、基板７０１の外縁から光反射樹脂７０２の外縁が離間
するように設けることができる。この場合、基板の外縁形状と光反射樹脂の外縁形状とを
、互いに相似形状となるようにするのが好ましく、図７に示すような略四角形の基板７０
１の場合、光反射樹脂７０２の外縁も略四角形とし、各辺が略平行となるようにするのが
好ましい。
【００４２】
　このように、基板の外縁と光反射樹脂の外縁とを離間させる、言い換えれば基板の外縁
よりも光反射樹脂の外縁を小さくなるようにすることで、後工程において分割工程が容易
になる。特に、基板と硬度などが異なる樹脂を用いて光反射樹脂とする場合、例えば、セ
ラミック基板上に、それよりも硬度が低く、且つ展性のある光反射樹脂を設ける場合、後
の分割工程（個片化工程）が行いにくい（切断しにくい）場合がある。そのため、基板の
外縁（すなわち分割位置）を、基板のみとすることで生産性よく分割させることができる
。
【００４３】
　ここで、分割工程について説明する。図９Ａ及び図９Ｂは、基板を分割する前の発光装
置の集合体の一部を示す図であり、図９Ａは光反射樹脂成形前、図９Ｂは光反射樹脂９０
２形成後を示す図である。図９Ａに示すように、基板９０１上に導体配線９０３Ａ、９０
３Ｂを設け、その上に発光素子９０４を載置し、導電性ワイヤ９０５を用いて発光素子と
導体配線を電気的に接続させる。そして、その後に図９Ｂに示すように光反射樹脂９０２
を、発光素子９０４の周囲に設ける。ここでは、光反射樹脂９０２を縦横に交差するよう
に設けており、図中の矢印の部分が分割位置である。このようにすることで、光反射樹脂
の成形を容易にするとともに、分割工程を比較的容易に行うことができる。ただし、この
ような形状や方法にかかわらず、印刷塗布など他の方法を用いてもよい。
【００４４】
　また、光反射樹脂の外形（外縁）が、基板と一致するような形状とすることもできる。
【００４５】
　さらにまた、基板の外縁と光反射樹脂の外縁（外形）とを異なるようにすることもでき
る。例えば、図１Ａなどに示すように、光反射樹脂１０２は、基板１０１の外縁から離間
する第１の領域Ａと、基板の外縁と接する（一致する）第２の領域Ｂと、を設けることが
できる。
【００４６】
　光反射樹脂の一部のみを基板の外縁から離間するように設ける、言い換えると、基板の
一部を露出させることで、分割（切断）位置の一部を基板のみとすることができ、生産性
よく分割（切断）させることができる。このように分割位置の一部において、光反射樹脂
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をも切断する場合、基板のみを分割する場合に比して、やや生産性は劣るものの、光反射
樹脂と基板との密着面積を大きくすることができ、さらには、光反射樹脂の形成工程の簡
略化などのメリットがある。また、図８に示すように、縦方向と横方向に設けられる光反
射樹脂の交差部分が丸みを帯びたような形状とすることができる。
【００４７】
　また、光反射樹脂の第１の領域は、基板の一辺において第２の領域に挟まれるように形
成されるのが好ましい。このようにすることで、光反射樹脂と基板との密着面積を大きく
することができる。また、光反射樹脂の上にレンズ部材を設ける場合は、そのレンズ部材
との密着性も向上させることができる。
【００４８】
　さらに、光反射樹脂の第２の領域を、基板の角部から離間するように設けるのが好まし
い。このようにすることで、光反射樹脂が基板から剥がれるのを抑制することができる。
また、基板の角部に分割位置を決める目印などを設け、これが光反射樹脂に覆われないよ
うにすることで、分割位置精度を向上させることができる。
【００４９】
　光反射樹脂を構成する具体的な材料としては、発光素子からの光を吸収しにくく、且つ
、効率よく反射する部材が好ましい。具体的な反射率としては、少なくとも５０％以上と
することが好ましく、より好ましくは７０％以上である。尚、光反射樹脂は光を散乱させ
る性質を有する場合は、その反射率の測定が困難な場合があるが、積分球を用いて標準拡
散板との比率で求めるなどの方法で、参考値として測定することができる。
【００５０】
　また、絶縁性部材が好ましく、発光素子からの光や、外光によって劣化しにくい部材が
好ましい。また、ある程度の強度を有するもので、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂などを用
いることができ、より具体的には、フェノール樹脂、ガラスエポキシ樹脂、ＢＴレジン、
ＰＰＡやシリコーン樹脂などが挙げられる。これら母体となる樹脂に、発光素子からの光
を反射する反射部材（例えばＴｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＺｒＯ２，ＭｇＯ）などを添加する
ことで、効率よく光を反射させることができる。
【００５１】
　このような光反射樹脂は、発光素子や後述する保護素子を導体配線上に載置した後に、
粘度の高い樹脂を、所望のサイズ（幅）に応じたノズル先端から噴出させることで容易に
設けることができる。また、印刷塗布などの方法でも設けることができる。このようにし
て設けられる光反射樹脂は、熱や光などで硬化させることで、発光素子などを保護する保
護部材として機能することができる。
【００５２】
　（基板）
　基板は、導体配線が配される絶縁性の部材であり、光反射樹脂を設けることが可能な、
略板状の部材である。基板の材料は、ガラスエポキシ樹脂、セラミックスあるいはガラス
を挙げることができる。特に、セラミックスとしては、アルミナ、窒化アルミニウム、ム
ライト、炭化ケイ素あるいは窒化ケイ素などが好ましい。これらを材料とすることにより
、耐熱性の高い基板とすることができる。
【００５３】
　（導体配線）
　導体配線は、基板の上面に形成され、基板の内部や表面などを介して裏面にまで連続す
るよう設けられ、外部と電気的な接続が取れるような機能を有するものである。導体配線
の大きさや形状は、種々選択することができ、例えば図１に示す発光装置１００のように
、光反射樹脂１０２に端部が埋設されるように大きく形成することもできるし、図２に示
す発光装置２００のように、光反射樹脂２０２から離間する部分を有する導体配線２０３
Ａとし、この上に発光装置２０４を設けるようにすることもできる。また、外部とは電気
的な接続が無く、光反射材として機能する物も含む。具体的には、銅、アルミニウム、金
、銀、タングステン、鉄、ニッケル等の金属又は鉄－ニッケル合金、りん青銅、鉄入り銅
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等が挙げられる。
【００５４】
　（封止部材／レンズ部材）
　封止部材は、光反射樹脂で囲まれた領域やその外側に設けられるものであり、発光素子
や保護素子などを、塵芥、水分や外力などから保護する部材である。また、発光素子から
の光を透過可能な透光性を有し、且つ、それらによって劣化のしにくい耐光性を有するも
のが好ましい。具体的な材料としては、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂やユリア樹脂を挙
げることができる。このような材料に加え、所望に応じて着色剤、光拡散剤、フィラー、
色変換部材（蛍光部材）などを含有させることもできる。
【００５５】
　封止部材の充填量は、発光素子、ツェナーダイオードなどの保護素子、導電性ワイヤな
どが被覆される量であればよい。
【００５６】
　また、封止部材の表面の形状については配光特性などに応じて種々選択することができ
る。例えば、図４Ｂに示すように、光反射樹脂４０２と同等或いはそれ以下の高さとなる
よう充填することができる。ここでは、中央付近が周辺部分よりも若干低くなるような凹
状としているが、これにかぎらず、表面が平らなものや、中央付近が周辺部分よりも高く
なるような凸状とすることができる。
【００５７】
　また、封止部材とは別に、レンズ部材を設けてもよい。例えば、図６に示す発光装置６
００のように、基板６０１の外縁まで達するとともに、半球面状のレンズ部材を設けるこ
ともできる。ここでは、光反射樹脂６０２のやや外側よりの上部から球面状となるように
レンズ部材６０８を設けている。
【００５８】
　光反射樹脂６０２の外側は、発光素子６０４からの光は届きにくいため、レンズ形状と
しなくてもよい。このような形状とすることで、レンズ部材を形成後に個片化（分割）す
る際に、レンズ部分（球面状の部分）を損傷することなく分割することができるため、光
学特性に与える影響を抑制することができる。また、このように、レンズ部材６０８を封
止部材６０６とは別部材として設けることで、例えば後述するような波長変換部材（蛍光
部材）を用いる場合、封止部材６０６にのみ蛍光部材を混入させることで、所望の発光色
とするための蛍光部材の量を規定しやすく、また、レンズ部分を樹脂のみとすることがで
きるため、配光特性を調整しやすくなる。レンズの曲率や大きさなどは所望の配光特性と
なるよう、種々選択することができる。
【００５９】
　また、レンズ部材は、図６に示すような凸状の半球面状のレンズとするだけでなく、凹
部を設けて横方向に光を反射させる形状や、フレネルレンズ形状などとすることもできる
。また、目的や用途に応じては、拡散材や顔料、波長変換部材等を混入させてもよい。
【００６０】
　（ダイボンド樹脂）
　ダイボンド樹脂は、基体や導体配線上に発光素子や保護素子などを載置させるための接
合部材であり、載置する素子の基板によって導電性ダイボンド部材又は縁性ダイボンド部
材のいずれかを選択することができる。例えば、絶縁性基板であるサファイア上に窒化物
半導体層を積層させた半導体発光素子の場合、ダイボンド部材は絶縁性でも導電性でも用
いることができ、ＳｉＣ基板などの導電性基板を用いる場合は、導電性ダイボンド部材を
用いることで導通を図ることができる。絶縁性ダイボンド部材としては、エポキシ樹脂、
シリコーン樹脂等を用いることができる。これらの樹脂を用いる場合は、半導体発光素子
からの光や熱による劣化を考慮して、半導体発光素子裏面にＡｌ膜などの反射率の高い金
属層を設けることができる。この場合、蒸着やスパッタあるいは薄膜を接合させるなどの
方法を用いることができる。また、導電性ダイボンド部材としては、銀、金、パラジウム
などの導電性ペーストや、Ａｕ－Ｓｎ共晶などの半田、低融点金属等のろう材を用いるこ
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とができる。さらに、これらダイボンド部材のうち、特に透光性のダイボンド部材を用い
る場合は、その中に半導体発光素子からの光を吸収して異なる波長の光を発光する蛍光部
材を含有させることもできる。
【００６１】
　（導電性ワイヤ）
　発光素子の電極と、基板に設けられる導電部材とを接続する導電性ワイヤは、金、銅、
白金、アルミニウム等の金属及びそれらの合金を用いた導電性ワイヤが挙げられる。特に
、熱抵抗などに優れた金を用いるのが好ましい。
【００６２】
　（波長変換部材）
　上記透光性部材中に、波長変換部材として半導体発光素子からの光の少なくとも一部を
吸収して異なる波長を有する光を発する蛍光部材を含有させることもできる。
【００６３】
　蛍光部材としては、半導体発光素子からの光を、より長波長に変換させるものの方が効
率がよい。蛍光部材は、１種の蛍光物質等を単層で形成してもよいし、２種以上の蛍光物
質等が混合された単層を形成してもよいし、１種の蛍光物質等を含有する単層を２層以上
積層させてもよいし、２種以上の蛍光物質等がそれぞれ混合された単層を２層以上積層さ
せてもよい。
【００６４】
　蛍光部材としては、例えば、窒化物系半導体を発光層とする半導体発光素子からの光を
吸収し異なる波長の光に波長変換するものであればよい。例えば、Ｅｕ、Ｃｅ等のランタ
ノイド系元素で主に賦活される窒化物系蛍光体・酸窒化物系蛍光体、Ｅｕ等のランタノイ
ド系、Ｍｎ等の遷移金属系の元素により主に賦活されるアルカリ土類ハロゲンアパタイト
蛍光体、アルカリ土類金属ホウ酸ハロゲン蛍光体、アルカリ土類金属アルミン酸塩蛍光体
、アルカリ土類ケイ酸塩、アルカリ土類硫化物、アルカリ土類チオガレート、アルカリ土
類窒化ケイ素、ゲルマン酸塩、または、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される希
土類アルミン酸塩、希土類ケイ酸塩またはＥｕ等のランタノイド系元素で主に賦活される
有機及び有機錯体等から選ばれる少なくともいずれか１以上であることが好ましい。好ま
しくは、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される希土類アルミン酸塩蛍光体である
、Ｙ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、（Ｙ０．８Ｇｄ０．２）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、Ｙ３（Ａｌ

０．８Ｇａ０．２）５Ｏ１２：Ｃｅ、（Ｙ，Ｇｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２の組成式で
表されるＹＡＧ系蛍光体である。また、Ｙの一部もしくは全部をＴｂ、Ｌｕ等で置換した
Ｔｂ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、Ｌｕ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅなどもある。さらに、上記蛍光体
以外の蛍光体であって、同様の性能、作用、効果を有する蛍光体も使用することができる
。
【００６５】
　（半導体発光素子）
　本発明においては、半導体発光素子として発光ダイオードを用いるのが好ましい。
【００６６】
　半導体発光素子は、任意の波長のものを選択することができる。例えば、青色、緑色の
発光素子としては、ＺｎＳｅや窒化物系半導体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ、０≦Ｘ
、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）を用いたものを用いることができる。また、赤色の発光素子とし
ては、ＧａＡｓ、ＩｎＰなどを用いることができる。さらに、これ以外の材料からなる半
導体発光素子を用いることもできる。用いる発光素子の組成や発光色、大きさや、個数な
どは目的に応じて適宜選択することができる。
【００６７】
　蛍光物質を有する発光装置とする場合には、その蛍光物質を効率良く励起できる短波長
が発光可能な窒化物半導体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦
１）が好適に挙げられる。半導体層の材料やその混晶度によって発光波長を種々選択する
ことができる。
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【００６８】
　また、可視光領域の光だけでなく、紫外線や赤外線を出力する発光素子とすることがで
きる。さらには、半導体発光素子とともに、受光素子などを搭載することができる。
【実施例】
【００６９】
　＜実施例１＞
　図９Ａに示すように、板状のアルミナセラミックス上に、表面にＡｇメッキが施された
導体配線が設けられた基板を用意する。この導体配線上に、各辺が５００μｍと２９０μ
ｍの窒化物系半導体からなる発光素子６個を、ＡｕＳｎからなる共晶接合部材を用いて接
合させる。ここで、用いる発光素子は、主波長が約４５０ｎｍの青色発光を有し、６個と
もほぼ同じ波長を有する。
【００７０】
　次にシリコーン樹脂に平均粒径０．２５μｍのチタニア（ＴｉＯ２）を重量比で５０ｗ
ｔ％分散させた白色系の樹脂（光反射樹脂）を、ディスペンサーを用いて前記６個の発光
素子の周りに描画する（塗布する）。
【００７１】
　このようにして図９Ｂに示すような光反射樹脂が形成された発光素子の集合体が作製さ
れる。この時、各光反射樹脂の線幅（縦横の光反射樹脂が交差していない部分）は、基板
と接している光反射樹脂下部の幅（上面視において最大幅）が６００μｍであり、発光素
子が載置された導体配線と、金ワイヤが直接接続された導体配線との間のアルミナセラミ
ックス基板の剥き出し部（露出領域）を覆い、且つ、発光素子と光反射樹脂の間に基板の
露出領域無いようにする。このとき、導電性ワイヤの一部も光反射樹脂に埋設されるよう
に形成する。
【００７２】
　光反射樹脂を加熱硬化後、上記とは別のシリコーン樹脂に平均粒径６μｍのＹＡＧ蛍光
体を重量比で５０ｗｔ％分散させて封止部材とし、これを白色系の光反射樹脂で囲まれた
発光素子上に滴下（ポッティング）することで、封止する。
【００７３】
　封止部材硬化後、更にレンズ形状を持たせたシリコーン樹脂で封止部材の表面側を覆い
、、その後、図９Ｂの矢印の部分を、ダイシングによって分割し、基板の大きさが□３．
５ｍｍであり本発明の発光装置を得る。
【００７４】
　比較として、前記実施例１に対してチタニアを分散させていない透明樹脂を光反射樹脂
の代わりとして作製した発光装置の電気光学的特性を測定した結果を下記に示す。
【００７５】
　＜表１＞

【００７６】
　以上のように、実施例１は、光反射樹脂によって導電性ワイヤや基板の露出部が埋設さ
れているため、透明樹脂を用いた比較例に比して、約８％高光束となった。
【００７７】
　＜実施例２＞
　実施例１において、図９Ａに示すように発光素子９０４を導体配線９０３Ａ上に載置し
た後に、導体配線９０３Ｂ上に、各辺２４０μｍ角のＳｉ（シリコン）からなる保護素子
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９０２を設ける以外は、実施例１と同様に行い、本発明の発光素子を得る。尚、実施例２
では、保護素子を載置するために導体配線９０３Ｂをやや長く（大きく）形成しておく。
【００７８】
　＜実施例３＞
　黒色系の窒化アルミ板上に、Ａｕメッキの導体配線が施された基板を用い、各辺が１ｍ
ｍ角の窒化物系半導体からなる発光素子１個を、ＡｕＳｎ共晶で接合させる。このとき、
発光素子の電極は、導体配線側に向くように配置されており、導電性ワイヤを用いずに接
合されている。ここで用いる発光素子は、実施例１と同様に青色系の発光波長を有する。
【００７９】
　次に各辺２４０μｍ角の保護素子をＡｇペーストで導体配線上に接合し、し各極の導体
配線に金からなる導電性ワイヤで電気的結線を行う。
【００８０】
　次に低粘度シリコーン樹脂に平均粒径０．２５μｍのチタニアを重量比で２０ｗｔ％分
散させた白色系樹脂（光反射樹脂）を、ディスペンサーをもちいて発光素子の周りに形成
（描画）する。
【００８１】
　この時の発光素子の載置面を除く全ての基板及び導体配線に光反射樹脂を形成するよう
にする。従って、発光素子の上面だけが露出される形となる。
【００８２】
　この様にすることで、発光素子から出た光が黒色の基板に入射することなく上面に取り
出せる。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明に係る発光装置は、発光素子を取り囲む光反射樹脂が、導電性ワイヤの一部を埋
設するように設けられることで、光吸収を低減し、高出力化が可能な発光装置とできるた
め、各種表示装置、照明器具、ディスプレイ、液晶ディスプレイのバックライト光源、さ
らには、ファクシミリ、コピー機、スキャナ等における画像読取装置、プロジェクタ装置
、などにも利用することができる。
【符号の説明】
【００８４】
１００、２００、３００、４００、５００、６００、７００、８００・・・発光装置
１０１、２０１、３０１、４０１、５０１、６０１、７０１、８０１、９０１・・・基板
１０２、２０２、３０２、４０２、５０２、５０２Ａ、５０２Ｂ、６０２、・・・光反射
樹脂
１０３Ａ、１０３Ｂ、２０３Ａ、３０３Ａ、３０３Ｂ、４０３Ａ、４０３Ｂ、７０３Ａ、
８０３Ａ、９０３Ａ、９０３Ｂ・・・導体配線
１０４、２０４、３０４、４０４、６０４、７０４、８０４、９０４・・・発光素子
１０５、２０５、３０５、４０５、７０５、８０５、９０５・・・導電ワイヤ
４０６、６０６・・・封止部材
３０７・・・保護素子
６０８・・・レンズ部材
９００・・・発光装置の集合体の一部
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